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令和８年度｢東京都環境影響評価審議会｣第二部会（第２回） 

日時：令和 8年 6月 26日（金）午後 3時 30分～ 

形式：対面及びオンラインの併用方式 

 

 

―― 会 議 次 第 ―― 

 

１ 環境影響評価書案に係る質疑及び審議 

東日本旅客鉃道南武線（谷保駅～立川駅間）連続立体交差事業【２回目】 

国立都市計画道路３・３・15 号中新田立川線（国立市谷保～富士見台四丁

目間）建設事業【２回目】 

 

 

 

【審議資料】 

資料１－１ 「東日本旅客鉃道南武線（谷保駅～立川駅間）連続立体交差事

業」環境影響評価書案 部会審議質疑応答 

資料１－２ 「東日本旅客鉃道南武線（谷保駅～立川駅間）連続立体交差事

業」に係る都民の意見を聴く会における公述意見の概要 

 

資料２－１ 「国立都市計画道路３・３・15 号中新田立川線（国立市谷保

～富士見台四丁目間）建設事業」環境影響評価書案 部会審議

質疑応答 

資料２－２ 「国立都市計画道路３・３・15 号中新田立川線（国立市谷保

～富士見台四丁目間）建設事業」に係る都民の意見を聴く会

における公述意見の概要 
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＜出席者＞ 

第二部会長 宗方委員 

愛知委員 

安立委員 

尾崎委員 

袖野委員 

廣江委員 

水本委員 

森川委員 

保高委員 

渡邉委員 

      （10名） 

 

白石政策調整担当部長 

西原アセスメント担当課長 

石井アセスメント担当課長 
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「東日本旅客鉃道南武線（谷保駅～立川駅間）連続立体交差事業」 

環境影響評価書案 部会審議質疑応答 

項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

騒
音
・
振
動 

１ 

「何々を大きく上回らないから

良いとした」という表現が見受け

られる。今の説明の中でも、仮設区

間を設けて、工事中に電車を走ら

せるわけだが、その時に生じる騒

音等に関して、現況値を大きく上

回らないので何を満足するのか、

というところを聞きたい。 

特に評価のところで「法律や条

例等で定められていないから」と

ある。「定められていないから、

じゃあいいんですか」という議論

にもなりかねないので、そこら辺

の表現等、この「大きく上回らな

い」の「大きく」とは、どの程度の

数値を指してこれを書いているの

か。 

 

現況が比較の対象であれば、や

はり「現況を大きく上回らない」を

目標にするのはおかしいと私は考

える。 

「現況以下にする」というので

あれば分かるが、「現況を大きく上

回らないから、それでよしとしま

しょう」というのはちょっと通ら

ないと思う。 

しかも、「大きく」と言うと、何

デシベルのことなのか全く分から

ないので、その辺も、かえって住民

の方々に不安をかきたてると思

う。やはり、明確に「これぐらい」

とか、「これを目標に頑張ります」

とか、はっきりと言うほうが良い

と思うし、大きく上回るのを目標

にというのは難しいと思うので、

今一度考えてほしい。 

 

現況を大きく上回らないという

ことについてだが、法律や条例など

による基準が定められていないと

いうことで、現況の騒音を調査した

結果で、それを大きく上回らないこ

と、ということを基準にしている。

なので、基準というのは、現況での

調査の結果という形になる。 

5/20 

部会に

て回答 

 

資料１－１ 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

騒
音
・
振
動 

２ 

「大きく」というのも、私も気に

なっていて、いろいろな指標があ

るし、デシベルというのもなかな

か理解しがたい、一般の方には分

かりづらいことかもしれないが、

それをますます曖昧に言うと不安

が募ることにもなるので、丁寧な

説明をして、なおかつ、できるだけ

下げるように、環境を改善する方

向で努力してほしい。 

 

 

 5/20 

部会 

３ 

周辺に中層住宅が林立している

ので、高層階の方たちにとっては

1.5ｍの防音壁等で十分に音が防

げないのは事実で、資料編でも予

測しているが、この高層階への影

響についてどう考えているのか。 

 

高さ方向の件だが、周りに高い建

物がある場所についても同じよう

に保守作業等はしっかり実施して

いく。 

工事の完了後については、鉄道騒

音における調査や予測評価を行っ

た地点において事後調査を行って

いく。その結果で現況値を大きく上

回ることが判明した場合には、環境

影響の程度に応じて適切に対応し

ていきたいと思う。 

 

5/20 

部会に

て回答 

４ 

振動の対策で、道床を引いて対

応するといっていたが、予測はど

ういう条件にしていて、道床にす

ることによる対策効果をどう見込

んで、どの程度あると考えている

のか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道床に対する予測だが、どのくら

い効果があるのかというのは、数字

としてはすぐには出てこない。 

振動・騒音の対策としては、ロン

グレールにするとか、弾性バラスト

軌道を使用するとか、防音壁も 1.5

ｍ建てるとか、レールを重量化する

とか、そういう低減措置はしっかり

と行っていきたいと思う。 

また、予測には反映をしていない

が、振動や騒音には定期的な検査と

か保守作業というのは非常に重要

だと考えているので、仮線を引いて

いる間も保守作業をしっかり実施

して、車両やレールの摩耗などに起

因する鉄道の騒音や振動が増大し

ないよう、しっかりと維持管理に努

めていきたいと考えている。 

 

5/20 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

騒
音
・
振
動 

４ 

（４の続き） 

今説明のあったバラスト軌道に

ついて、仮線の予測は、スラブ直結

軌道か何かで平面鉄道の予測をし

ているのか。道床を敷いて対策を

するといっていたが。 

これは、もともとバラスト軌道

を前提に予測しているのであれ

ば、新たな対策にはならないので、

騒音も特に変化はないと予想され

るし、一方、振動に対する対策には

盛り込まれていないのであれば、

道床の効果を期待するというのは

あるかとは思う。 

 

そうすると、道床の騒音対策と

しての効果は見込めないが、振動

に対してどれくらい効果があるか

というのは含まれていないので、

振動に対する対策として先ほどの

説明をしたということでよいか。 

 

 

 

仮線のほうは、道床も予測に入っ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そういう意味で問題ない。 

5/20 

部会に

て回答 

５ 

仮線なので、当然、近づく場所も

あるわけだから、その場所の影響

は大きいであろうし、予測された

高層階に対する対策は、現在、高防

音壁が道路のように建てられない

構造である以上は、なかなか難し

いとは思うが、意見が出ているの

で、少し考えてほしい。 

 

 

 5/20 

部会 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

騒
音
・
振
動 

６ 

この事業の周辺に福祉教育機関

が幾つも存在するが、そこへの影

響というのは今どのように考え、

どのように配慮するのか。 

矢川駅の近くでも、児童園とお

ぼしき小さな園庭のある施設が見

られたし、図面を見ると学校等も

あるので、それらに対する影響と

いうことになると、単純に「騒音レ

ベル、規制値が幾つ」という考え方

も少し変わってくる。そこら辺の

配慮は今どういう考えなのか。 

 

福祉施設とか、教育施設があっ

て、その位置については確認をして

おり、振動や騒音の現況調査なども

その近くで行っている。そのため、

現場を施工する中で、そこは注意深

く進めていきたいと思っている。 

実際の工事の施行中も、現場周辺

の状況はきちんと確認をして、長時

間の作業を避けるなど、作業時間の

調整によってしっかりと環境保全

に努めていきたいと思っている。 

工事箇所の周辺に、作業の予定と

か、夜間作業をやる場合とか、そう

いう掲示を行って、地域の方々に工

事の理解を深めてもらえるような

周知はしっかりと図っていきたい。 

 

5/20 

部会に

て回答 

７ 

同時期に行われる道路とクロス

する矢川駅の西側、ここにも児童

福祉施設が数点プロットされてい

るので、評価は単体で行われてい

るであろうが、影響が複合的であ

れば当然それが加算されるので、

この点についてはよく注意して

行ってほしい。 

 

 

 

 

  

 

  

  

5/20 

部会 

地
形
・
地
質 

 １ 
現地を見て、大部分は斜面など

はないが、崖線を横切る辺りはわ

りと線路から低い側に向かって距

離がないところも何か所かあり、

その近くで工事をしたときに本当

に「影響はない」と言い切ってし

まっていいのかということについ

て、少しだけ疑問を持ったが、その

辺りはどうなのか。 

そこはロングスパンで飛ばして

杭はないということだったか。現

地を見たときによく分からなかっ

た部分で、その辺りはどうなのか。 

 

 

今回の工事は、基本的に高架橋で

基礎を施工するところは、現在の鉄

道が走っている鉄道敷地内になる。

そのため、確かに距離は近いかもし

れないが、斜面のところに工事をす

るということはないので、見解書に

も書いているが、「及ぼす影響は極

めて小さい」と考えている。 

5/20 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

地
形
・
地
質 

１ 

（１の続き） 

それがどうなのかということ。 

距離が近いところに今こういう

新しい構造物を施工するという段

階において、本当にその斜面に対

して影響を与えないのかというこ

とは、本来的には土質力学的な検

討を行わないと、そんなに簡単に

影響が小さいとは言えない気もす

る。 

敷地内といえども、その敷地が

かなり斜面に近いところにあっ

て、そこでこういうものを建設す

るということによって、施工中が

最も懸念されるが、本当に大丈夫

と、そんなに簡単に言い切れるも

のなのか。その辺りは、ある程度、

一番近いところなどで計算したう

えでいっているのか。 

 

 

 基礎杭の施工ステップ、オール

ケーシング工法が標準的な基礎杭

の施工ステップであり、掘削をして

鉄筋かごを入れ、コンクリートを打

設するという順番にやる。できるだ

け現地盤を乱さないような工法を

選定している。 

5/20 

部会に

て回答 

図でいうと、このクレーンのよ

うなものが来て、斜面ぎりぎりの

ところで、重量のバランスが変わ

るわけで、それから穴を掘るとい

うことで、力学的に一応影響はあ

るとは思う。 

あと、実際の地盤とコンクリー

トの密度差というのもあって、打

設したあとは重量バランスが

ちょっと変わるはず。もちろん、

「それらを計算してみたら別に大

したことはない」と言うのであれ

ば安心ですが、ちょっとそこが。 

今の鉄道敷地上で施工するとき

に、重量物がその上を移動したり、

穴を開けたりとかしているとき

に、何か起こる心配は本当にない

のかと思った。それぐらいの距離

感というか、距離が近いところが

あるのではないかと思ったが、そ

の辺りはどうなのか、本当に大丈

夫なのか。 

ちょっと気になる場所があるの

で、もしその辺りを十分計算して

いないのであれば計算することを

勧める。 

 

土木的な具体的な施工方法です

が、このケーシングというのは、基

本的に周囲の地盤を乱さないよう

に、鉄の鋼管、ケーシングといわれ

るものを、斜面や周りの地盤を乱さ

ないように入れ込んでから施工す

る方法なので、基本的には、周囲の

地盤などには影響しない、及ぼさな

いものである。 

基本的に線路敷きは細長いとこ

ろなので、左右に余裕を持った形

で、いわゆる後ろに下がりながらと

いうか、前に進みながらというか、

そのような形でやっていく。 

周囲の斜面にも重機の荷重など

の影響がないかを検討して、施工方

法の中で確立されたやり方でやっ

ていく。敷鉄板で養生したりといっ

たことをやりながら、施工方法は検

討していくので、大丈夫だと思う。 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

水
循
環 

１ 

この地域は、矢川と湧水地域に

ついて住民等もかなり懸念してい

るので、その辺をどう考えている

のか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専門の先生方に指導してもらっ

て、よく対応してほしい。 

 

 

この地域は湧水が多いというこ

とは認識をしている。谷保天満宮の

清水の湧水とか、郷土文化館の湧水

とか、いろいろあるのでそちらの湧

水の涵養域を、資料編にも、追加し

て記載をしている。 

今回の工事では、高架構造物を設

置するのが国立市役所付近よりも

西側の区域となるので、谷保駅の周

りは地平もしくは盛土の構造を考

えており、こちらは杭を施工しない

形になる。このため、湧水の水量、

水質への影響は小さいと考えてい

る。 

市民の方々からもいろいろ懸念

があるということで、本事業の周辺

に湧水の涵養域が点在することか

ら、工事前、工事中、工事後におい

ては、地下水位の変動を把握するた

めに施工管理上のモニタリングを

実施する。 

 

5/20 

部会に

て回答 

２ 

「盛土なら大丈夫でしょうと」

いうのは、ちょっとロジックがよ

く分からなかった。 

要するに、地表に改変をすれば

それは環境に影響を与える可能性

はゼロではないわけで、杭でない

から大丈夫とか、そういう話では

ないような気もする。その辺はど

ういうことなのか。 

 

 

盛土の地域等についても、モニタ

リングを行うべきかどうかという

ことについて、これからしっかりと

検討していく。 

5/20 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

水
循
環 

３ 

見解書のほうでは「施工管理上

の地下水モニタリングをやりま

す」と書いているが、どういうこと

を具体的にやろうとしているの

か。 

 

 

 

 

 

 

 

そういうふうにやるのであれば

よいかと思うが、そうすると、もは

や項目選定してしまってもよいの

ではないかという感じもある。そ

の上で、堂々と「いや、影響はな

かったよ」と言ってくれたほうが

よいのではないかと。あえて「項目

選定しない」ということを強弁す

る理由もあまりないかと。 

どの規模でやるかということに

ついては現場判断があると思う

が、そういう意味では、項目選定し

ないというよりは「そういうこと

を一応やるので、ちゃんとモニタ

リングして回答します」という形

のほうがいいと思った。 

 

 

モニタリングは、具体的にどこで

というのはまだ決めていないが、こ

れから事業を開始するまでの間に

しっかりと、どこでモニタリングを

行うべきかを検討していきたい。 

施工の数年前、できるだけ前から

調査をしようと、きちんと工事の前

から地下水の水位の変動を抑えら

れるようにモニタリングをしてい

こうと考えている。 

5/20 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

水
循
環 

４ 

モニタリングについて、「まだ具

体的な場所などは決めていない」

とのことだが、地下水位は地域の

方々が非常に心配していることな

ので、今の話も、問題なければもち

ろんいいが、当然何かあるかもし

れない。 

変動といっても、年間を通して

の変動とか、今回の工事と関係の

ない変動もある。それで、どういう

形でモニタリングをして、どう

やってそれを周りの方々と情報を

共有するか。「今回の工事の影響で

はない」と。 

年間を通してとか、そもそも地

球環境問題からの影響だとかいろ

いろあるので、そういうことを

ちゃんと明確に説明しつつ、今回

の工事とは関係ないと。あるいは、

関係があるのだったら対策すると

いうことも、ちゃんと適切な説明

なり、情報の公開という、そういっ

たこともいろいろ考えてもらえれ

ばと思う。 

 

地域の方々もいろいろな不安が

あるし、当然、専門性の問題もある

から分からないことが多々あるの

で、不安を募らせないような形で

の情報の出し方ということもいろ

いろと考えてほしい。 

 

工事説明会を数年後に行うので、

そこまでには、どこでモニタリング

をするか、どういうやり方をする

か、皆さんにどうお知らせするかな

ど、そこら辺は検討していきたい。 

地域の方に喜んでもらえるよう

な事業としてやっていきたいと

思っているので、理解されるように

進めていきたいと思う。 

5/20 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

電
波
障
害 

１ 

列車の走行におけるフラッター

障害やパルスノイズ障害という点

で、谷保駅から立川駅の間で列車

が走行するということを考える

と、曲がっているという点もある

し、遮蔽の障害という意味もあ

る。「定量的な予測が困難」と記載

しているが、移動に関しての電波

の散乱というのは結構多いと思

う。なぜ、それなのに「収まると予

測される」という結論になってい

るのか、その点を聞きたい。 

 

 

 

 

 

 

市長の意見にもあったが、そう

いったものが発生する可能性がゼ

ロではないと思うので、その場合

は、その地域住民の方々に説明な

り、何かそういった対策をするな

りして、検討してほしい。 

 

 

フラッター障害は、電波強度が低

下している状態で、さらに移動体、

列車の走行によって電波が遮蔽さ

れる場合に起こり得ると考えてい

る。 

遮蔽障害の予測では、遮蔽の高さ

を架線の高さとしていて、軌道から

６ｍの所としており、フラッター障

害を引き起こすと考えられる列車

の高さ４ｍより高いことから、フ

ラッター障害は遮蔽障害の範囲内

に収まるという予測をしている。 

事後調査でしっかりと電波の状

態を確認した上で、障害があるので

あればきちんと対応していきたい

と考えている。 

 

 

地域住民の方に対しては、これか

ら我々、事業に入るときには工事の

説明会を開催します。その場で、「こ

ういうことがあったときには対策

をいたします」ということはしっか

りと説明していく。 

 

5/20 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

電
波
障
害 

２ 

列車の設計速度も 110km/h とい

う形で記載しているが、もしこれ

が局所的なゲリラ豪雨など、そう

いった他の要因も含めて考える

と、より電波強度というのが小さ

くなると思う。 

要するに降雨減衰とか、そう

いったその他の要因も多分入ると

思うので。 

散乱体が移動物体なので、列車

が双方向に走っているパターンで

ゲリラ豪雨が重なると、さらに散

乱され、遮蔽される領域がもっと

増える気もするが、どう考えるか。 

 

 

電波が散乱されるので、高いと

ころだけではなくて、違うところ

も定量的に何か評価したほうがよ

いのではということ。 

つまり、走行時にどういった散

乱がおこるかというシミュレー

ションをしているのかはわからな

いが、ここには「定量的な予測が困

難」と書かれているだけなので、何

かそういったものを評価したほう

がよいかと思うがどうか。 

 

 

「架線より高い所で予測をして

いる。」という回答で良いか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

散乱は、今は予測をしていない。

やはりちょっと難しいので、結果と

して、工事が終わったあとの事後調

査の中で対応するということで、了

解いただければと思う。 

 

5/20 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

景
観 

１ 

４ページの評価の結論の景観の

ところで、「主要な構成要素はほと

んど変化しない」という部分や「景

観として融合するものと考えられ

ている」といったところの意味に

ついてだが、構成要素がほとんど

変化しないというのは、高架に

なった以外のものは何も触らない

から変化しないという意味では確

かにそうだが、周囲から見ると新

たに高架という大きな景観要素が

発生するものであって、この解釈

はおかしいのではないかという都

民の意見は大変妥当なものだと思

う。 

それから、融合するというのも、

周りと新しい高架が融合するとい

うものであるとすれば、それはど

ういう意味なのか。 

新しくできる土木構造物も非常

に美しいものであれば融合するで

あろうし、無粋なものであれば融

合しない。ただ、現在はそこまでデ

ザインに踏み込んでないので、

フォトモンタージュも非常にシン

プルなものでしかないから、それ

を見て「融合する」と解釈するのは

難しいと思う。 

この辺りについて、意見、考えを

もう少し補足してほしい。 

 

見解書にも記載をしているが、主

要な景観の構成要素としてはほと

んど変わらないと考えている。 

 周辺の鉄道を中心に広がる低層

や中高層の住宅などがあり、その中

に、新たな地域景観要素として高架

橋などが確かに加わるという形に

はなるが、一部、眺望の変化は認め

られるものの著しい影響はない、と

いうことで考えている。 

 また、駅舎については、周辺環境

や地域景観と調和するようなデザ

インや色彩などに配慮するととも

に、駅舎の形状とか意匠とか、そう

いうものは地域の景観づくりに寄

与するように配慮するなど、今後、

調整を進めていきたいと思ってい

る。 

5/20 

部会に

て回答 

前者のほうの見解に関してはま

だ同意しかねるというのが正直な

ところだ。 

「周りの建物などは変化しな

い」という意味ではごもっともだ

が、それまで地上部分を走ってい

たものが高架になったときに「景

観要素は全く変わっていない」と

いうのは、ちょっとそれは解釈と

しては逸脱しているのではないか

というのが、正直な私の意見だ。 

「高架を造るな」という意味で

はなくて、景観要素としてどうあ

るべきかという点に踏み込んだう

えで検討すべきでは。 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

景
観 

２ 

「駅舎のほうは考える」といっ

ている以上は、高架については「何

も考えていない」という意味だと

すると、駅舎以外は何も考えてい

ないということになってしまう。 

もちろん、そんなことはないと

思うが、もう少し。 

まだデザインまでは踏み込んで

いないと思うが、駅舎のデザイン

も、市民の方とは いろいろとやり

取りするかもしれないが、そこに

おいてもこういったことも検討し

てもらえればよいのではないか。 

 

 

 5/20 

部会 

そ
の
他
（
工
事
工
程
） 

１ 

本事業と立体交差する道路の工

事期間等が重なっているかと思

う。地域的にも同じところで工事

が進められると思うが、その場合、

それぞれの工事を念頭に入れて評

価項目について評価をしているの

か。 

同じ地域で行われるので、もろ

もろの連携を取っているのか。 

 

 

既に現段階からそれぞれの工事

を念頭に入れて計画を進めている

ということでよいか。それとも、単

体で全部考えているのが分からな

い。 

調整しているということは、ど

ちらもそれぞれを念頭に入れて、

ということでよいか。騒音とか大

気とか全てに関わるとも思うが。 

 

 

道路事業と今回の連続立体交差

事業とで、工事期間や場所は実際重

なるが、それぞれの工事でしっかり

と調整を図っていきたいと考えて

いる。 

 

 

 

 

 

 

地平を走っている鉄道と道路の

ほうは、平面で交差をしている。今

回、連続立体交差事業ということで

鉄道が高架化をするので、交差部分

については、連続立体交差事業で鉄

道が高架化したあとに、道路のほう

は平面で整備をするということで、

そこは連携を図って考えている。 

環境影響評価自体については、別

の事業ということで、それぞれで予

測評価を行っている。 

 

5/20 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

そ
の
他
（
交
通
計
画
） 

２ 

国立市役所へのアプローチ道路

と仮線が結構近づく工事計画に

なっている。そこが非常に狭くな

ると、現在、通っている人や車に、

かなり渋滞とか障害が出るのでは

ないかと予想されるが、その辺り

のコントロールをどう考えている

か。 

 

 

 

付替え道路とは、どういうふう

な付替えをするのか。 

 

国立市役所までの道路に仮線が

近づいて狭くなるのではないかと

いう点については、付替え道路、人

と車が通れるようにまた道路を付

け替えて、通行は確保することを、

工事の中で考えている。 

 

 

 

 

今道路があるところの沿道に建

物があるが、そちらの用地を借地し

て、そこを一時的な道路にしてとい

う形を考えている。 

 

5/20 

部会に

て回答 

そ
の
他
（
事
業
計
画
） 

３ 

例えば、高層階の騒音の問題が

万一発生した場合や、電波障害が

想定されているよりも出た場合な

ど、全て事後調査で、もし出てきた

ら対応するという答えだったと思

うが、「万一出てきた場合」という

想定で、本当に有効な対策という

のがあるのかどうか。 

実は工事の段階でやってしまっ

たほうが、仮に発生するかどうか

分からない場合でも、コストとし

ては安いのではないかという疑問

も出てくる。 

電波障害に関して、今「もう少し

定量的な調査をされたらどうです

か」というような提案だったと思

うが、それをせずに、事後調査のと

きに出てきたらという答えのよう

で、それで本当によいのかどうか

というところを、よく考えてほし

い。 

出てしまってから対策をすると

いうことが本当に可能なのかどう

かが分からないので、その点につ

いてもう一度、工事全般に関する

ことだと思うので考えを聞きた

い。 

 

 

電波障害については、その現象が

出るのが、高架化をして電車が走り

始めてからという形になるので、事

前にできればいいが、なかなかそれ

が難しいということで、事後に電波

障害の状況を確認して、今回予想し

ているエリアの外についても障害

が出て、今回の事業が原因であると

いうことであれば、対策をしていき

たいと考えている。 

騒音についても、事業中も完了後

も、先ほど説明したが、いろいろな

対策はしっかりして、仮線のときに

も、消音バラストなども新しいもの

を使って、できるだけ音を抑えると

いうことは工夫をしていきたいと

思う。 

5/20 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

そ
の
他
（
事
業
計
画
） 

４ 

幾つかの問題点を指摘されてい

ることに対して、「発生したら」「そ

れが我々の事業の影響だったら」

ということが何度も繰り返されて

いる。 

一体それをどうやって証明する

のかということに疑問を感じる点

が幾つもあり、それが部会長並び

に他の先生方から出ている意見だ

と思う。 

騒音・振動の場合は、予測方法

や、現況調査などがしっかりされ

ていたり、計画されていたりする

ので、それらと比較することに

よって、それを超えたり上回った

りした際に、「その影響が」と言え

るが、電波障害の場合は、これが本

当にこの事業によるものなのかと

いうことを、今話を聞いていて証

明すること自体が不可能、つま

り、「分からない」と言っているこ

とからすると、おそらく不可能で

はないかと思う。そうした場合に、

やはり因果関係を証明できるよう

なものが必要であり、先ほど部会

長の言われた「モニタリングの必

要性」であるとか、他の先生方が言

われた、「それで本当にロジックが

合っているか」ということだと思

うので、今一度それを考えてほし

い。 

 

 

 5/20 

部会 

そ
の
他
（
施
工
計
画
） 

５ 

「工事予定」とかを掲示すると

のことだが、それも単に現場に

パッと貼るだけでいいのか。どう

いった形で地域の方々に情報共有

をするかという、そういうやり方

もいろいろと配慮してほしい。 

言い訳的に貼るのではなくて、

という意味である。 

 

 

掲示の仕方はこれからしっかり

と、鉄道事業者と我々とで考えてい

きたい。 

5/20 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

そ
の
他
（
施
工
計
画
） 

６ 

27、28ページ辺りを見ると、基

本的に、地面の一番下の部分は盛

土と、擁壁区間に行くと、路盤コン

クリートを打設するということに

なっているが、一番下の部分は、コ

ンクリートの路盤か、盛土、圧縮し

た土の面で支えるという理解で良

いか。 

 

すると、その上にバラストを敷

いて、そこに枕木を載せて、その上

にレールを犬釘で留める。そうい

うつくり方で線路を敷いていくと

いう手順だということ。 

その中で疑問に思ったのは、27

ページの表 6.3-8 の中に「法面」

という言葉が出てくるが、この法

面は、どこの斜面を言う用語なの

か。盛土した部分の両端が斜めに

なっている部分を想像したが、そ

れで合っているか。 

 

要するに、盛土をした、その土の

層は完全に両端が切り立っている

のではなくて、両端は斜面になっ

ているという理解で合っている

か。 

 

重大な問題はないとは思うが、

図があったほうが安心できる。例

えば、路盤とか盛土の部分とかを

切った断面図的なものは、まだつ

くっていないか。 

今すぐでなくていいが、あとで

それを説明するための断面図を描

いてもらえると、どういう構造で、

路盤というか、鉄道線路をつくっ

ているのかが認識できると思っ

た。 

 

 

 はい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 そのイメージであっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 はい。 

 

 

 

 

 

評価書を取りまとめる中で検討

していきたいと思っている。 

 

5/20 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

そ
の
他
（
事
業
計
画
） 

７ 

水循環や、地質・地形、生物・生

態系について、都民の方からも市

長からも意見がある。 

これらの項目については選定し

ないということで進められている

が、先ほど来ずっと話が出ている

ので、もう少し丁寧に書いて、見解

書にあるようなことや、モニタリ

ングをしていくなどを示して。 

本当に項目として検討したほう

がむしろよかったかもしれないと

いう、そんな印象を持ってしまう

ぐらい、丁寧に書かないといけな

いなという印象を持っているの

で、ぜひ評価書にするときに詳し

く書いてほしい。 

同じように景観についても、こ

の地域の方々が非常に大事にして

いる環境なのだという印象がある

ので、そういったところをよく理

解して進めてもらえればよいと思

う。   

 

 

 評価書を取りまとめる中で検討

していきたいと思っている。 

 

5/20 

部会に

て回答 
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「東日本旅客鉃道南武線（谷保駅～立川駅間）連続立体交差事業」 

に係る都民の意見を聴く会における公述意見の概要 

 

都民の意見を聴く会 
公 述 人 

３ 名 

 

１ 騒音・振動 

(1)  一番心配なのは、立川と国立の市境のところ、国立第六小学校の通学路になってい

る辺り、それから矢川駅に近いところにも非常に隣接して住宅がある。当然立ち退か

なければ工事ができないと思うが、もし、今の立地で建っていても工事が可能である

というならば、工事に係る振動もすごいし、騒音も相当なものだ。一日、二日の話で

はないから深刻な問題だと思う。そういう点について、どのようになるか予測評価を

して、きちんとした対策をする必要があると思う。 

(2)  騒音問題は、ずっと続くので重大だ。特に高い部分、13.2ｍ以上になると、２dBの

音が増幅されそうだ。国立の沿線には、矢川団地をはじめとしてＵＲとかが多く、高

い建物ほど影響を受ける。この点については、影響に関して何らかの方法、吸音性防

護壁を 1.5ｍつくるということだがこれではダメで、この辺はしっかり検討してほし

いと思う。 

 

２ 水循環  

(1)  評価書案では、水循環が評価項目から外されており、調査すべき項目が欠落したま

まの評価書案は重大な課題が残されていると思う。 

 また、調査計画書には、郷土文化館下の湧水や常盤の清水が地図付きで掲載されて

いたが、評価書案ではこれらの湧水が十分に扱われておらず、この変更の理由につい

て明確な説明が必要である。 

(2)  国立市が平成 31年に作成した湧水調査報告書では、郷土文化館下の湧水、常盤の

清水の湧水やママ下湧水などの地下水涵養域が南武線を横断していることが示され

ている。事業者にとって、この国立市の調査報告書は非常に厄介な資料だったのでは

ないか。 

(3)  審議会の議事録では、東京都建設局の担当者が、水循環について「予測評価が難し

い」ことを理由に評価項目として設定していない旨を説明している。しかし、予測評

資料１-２ 
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価が難しいことを理由に評価対象から外すことは、環境影響評価制度の本来の趣旨

に反するものだ。 

(4)  地下水のモニタリングが、見解書において初めて表明されたが、「施工管理上のモ

ニタリング」と表現されている。建設業者の手によるお手軽な施工管理上のモニタリ

ングではなく、環境影響評価の一環としての理化学的精度を有した丁寧な調査を行

うべきだ。 

(5)  本事業では基礎杭を打つことになっているが、相当の本数が打たれる。非常に影響

があると思う。この基礎杭の深さが地下水域に達するのではないか。どうしても水循

環に影響ないとは言えない。簡単に、「南武線は湧水涵養域のふちに位置しており、

地下水に及ぼす影響は極めて小さい。」ではなく、影響はあるだろう。丁寧な調査を

してほしい。 

 

３ 水循環、生物・生態系共通 

(1)  水に影響があれば、生物・生態系にも影響があると考えるべきで、非常に重要なポ

イントだと思う。水循環、生物・生態系を評価項目に入れて、丁寧な調査、検討をし

て、評価を責任を持ってやってほしい。 

 

４ 水循環、景観共通 

(1)  事業者及び東京都に対し、水循環を環境影響評価の項目に加え、既存資料を踏まえ

た誠実な調査、予測及び評価を行うことを求める。あわせて、高架橋の景観配慮及び

富士山への眺望についても具体的な検討を行い、評価書案を誠実かつ正確に見直す

ことを強く要望する。 

 

５ 生物・生態系 

(1)  矢川の貴重な自然についてだが、環境調査をしたと思うが、いろいろと心配なとこ

ろが取り上げられていない。本当にそれをもっときちんと考慮した上で計画を立て

てもらいたいと思う。 

(2)  矢川は、とても大切な自然環境で、国立にとっても非常に貴重な動植物がいる。そ

ういう川で、地域の人たちにとっても貴重な資源である。これをどうするかというこ

とは非常に大事な問題なので、むしろ今の状態からすれば、矢川をもっと保護して。

そして、環境としても大事に、生き物その他がもっとイキイキと生きているように、

環境を良くする方法にするべきだと思うが、実際にあるのは壊す方向になっている
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と思う。そんなふうにどんどんスピードを求め、便利さを求め、という形で進んでい

くのは、もう時代遅れである。そういうことをもう少し考え直してもらいたい。 

 

６ 景観 

(1)  高架橋の景観について、評価書案に示されたフォトモンタージュは、地域景観への

配慮が十分に示されているとは言い難いものである。JR 中央線連続立体交差化事業

の環境影響評価書案では、アーチ型の梁や丸みを帯びた橋脚など、具体的な景観配慮

が示されていたが、今回の高架化事業では十分に示されていないことには疑問があ

る。 

(2)  見解書では、「高架橋及び駅舎の外壁については、周辺環境や地域環境と調和する

ようなデザイン、色彩等に配慮する」とされ、高架橋が景観配慮の対象として明記さ

れた。これは重要な方針変更であり、形状、色彩、圧迫感の低減等を含めた具体的な

土木デザインを示し、地域景観との調和を確認できるフォトモンタージュを改めて

提示すべきである。 

(3)  富士山への眺望は、富士見台という地名にも表れているように、国立市民にとって

重要な地域資源である。評価書案では地域景観との調和が述べられているにもかか

わらず、富士山への眺望について十分な検討がなされていない。常盤の清水と同様

に、地域にとって大切な資源として評価の対象に含めるべきである。 

 

７ その他（事業計画等） 

(1) この公述人という、こういうシステムで、住民の意見を聴くということで機会が設

けられるのはとてもありがたいことだが、その時間とそのエネルギーを保証できるも

のがほとんどない。今日はたった３人の公述人だが、もっといっぱいたくさんの方が

傍聴にきて、そして、市民が関心を持ってこの問題を考える。そういうことを、東京

都ももちろん国もそうだが、もっともっと大切に考えていただきたいと思う。 

(2) もっと多くの市民が関心を持てるような、そういう啓発の活動もぜひこういうプラ

ンを立てるときにはやってもらいたいと思う。それは、市の責任でもあり、都の責任

でもあり、そういうシステムで、この大事な工事、建設計画、そういうものを、もっ

と市民に知らせて、その意見を尊重しながらつくってほしい。 

(3) 13 年間という非常に長い工事期間であり、住民の生活環境に相当大きな支障をき

たすことが明らかである。それに関して、かなり丁寧な、地元の住民の方への工程表
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を含めた説明と住民合意が必要である。看板やチラシで周知するというレベルではな

いので、こういうところに、配慮に欠ける点が懸念される。きちんとした説明会を開

き、そこで住民の疑問にも答えられるような場を保証すべきである。 

(4) 仮線を敷設する際に、南武線の北側の側道を使うことになると思うが、そうすると、

今の側道は、これまでのように車が行き来したり人が歩いたりすることは難しくなる

だろう。また、仮線を敷設するということから派生して、立ち退きをしなければなら

ないことは起こり得る。これは、その人の人生にとって非常に重大な問題であるので

軽々にはできない。 

(5) 道路を通すためには高架化が必須であるということで、３･３･15 と高架化を同時

にやるということになったようだが、踏切をなくす高架化の問題と道路を通すという

問題は、道路にとってはもう必須の事業だが、私たちにとっては一緒のものではない。

それでも、一体化するという形で進められている。もらった資料にも、何で一体化す

るかということが一応説明はしてあったが、結局は、道路を通すために絶対に高架化

しなきゃならない。そういうことで始められていたなと思う。  
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「国立都市計画道路３・３・15 号中新田立川線（国立市谷保～富士見台四

丁目間）建設事業」環境影響評価書案 部会審議質疑応答 

項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

大
気
汚
染 

１ 

対象とする道路の範囲はあまり

長くないが、将来の交通ネット

ワークはどうなるのか。また、交通

量はどのように増えるのか。 

道路のネットワークについて、環

境影響評価書案資料編の 18 ページ

に、将来交通量を出すにあたっての

道路ネットワークの設定の考え方

を示している。今回の対象路線は、

凡例で示す赤色のところである。こ

の計画道路が供用される時点での

道路ネットワークは、オレンジ色の

西側の部分と北側の部分も含めて

考えている。 

道路ネットワーク完了時は、赤色

の今回の対象のところからさらに

北側に伸びる区間まで、道路がつな

がったという前提で将来の交通量

を推計している。 

５/20 

部会に

て回答 

２ 

甲州街道との交差点では、大気

汚染の調査を行わないのか。 

 

 

 

やはり交差点の方が濃度が高い

だろうし、ここで左折、右折が増え

た時にどうなるのかという疑問は

残ると思う。今、自動車からの汚染

物質もかなり減っている状態では

あるため、それほど大きく影響が

あるとは思えないが、気になった。 

見解書でお答えしている内容と

繰り返しになるが、大気汚染の予測

地点は道路構造と土地利用の状況

等を鑑みて、２地点を選定してい

る。 

５/20 

部会に

て回答 

大
気
汚
染
、
騒
音
・
振
動 

共
通 

１ 

JR南武線の工事と同時期にこの

道路工事が実施されることについ

て、影響評価は単体で行っている

が、騒音、大気汚染等の影響が複合

化する懸念がある。 

 ５/20 

部会 

資料２－１ 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

騒
音
・
振
動 

― 

道路交通の騒音が高架橋の床版

に当たって反射する裏面反射につ

いて、検討いただきたい。 

（評価書案諮問時） 

高架橋による裏面反射について、

音響学会のプログラムでは、高架橋

が対象道路に並行して存在する条

件については設定できるというこ

とであるが、今回のように道路と高

架橋が点で立体交差する条件での

設定ができず、予測は難しいと考え

ている。また、点の立体交差である

ので、その影響は限定的であるとも

考えている。 

ただし、事後調査の手続きの中

で、工事完了後の調査を行うので、

その結果に応じて適切に対応する

考えである。 

５/20 

部会に

て回答 

１ 

JR南武線を新たに高架化する計

画があるが、工事騒音や他の環境

影響に関して、本事業との情報の

やり取りや連携について、どのよ

うに考えているのか。 

 

 

 

 

音を聞く方にとっては、道路の

工事も鉄道の工事も、工事の騒音

に変わりはなく、お互いが影響を

及ぼして倍になれば当然被害は増

える。調整していただければ被害

が少なくなると思う。 

環境影響評価書案の中では道路

工事による騒音を評価しており、基

準値を下回っていることが予測と

して出ている。 

JR南武線と国立３・３・15号が交

差するため、事業範囲も当然重なっ

ている。そちらについては、お互い

の事業の中で工事が重ならないよ

うに配慮しながら進めていきたい。 

５/20 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

騒
音
・
振
動 

２ 

都民の意見の中にもあるが、道

路が新たにできた場合の騒音につ

いて、特に JR南武線と交差すると

ころで心配の声がある。 

交差する鉄道からの裏面反射音

なので影響は限定的とのことだ

が、限定的でも影響があることが

考えられる。後から何か問題が起

きた時に対応するというのはなか

なか厳しいものがあると思うが、

何か考えはあるのか。 

 

事後調査で対応を取るとのこと

だが、完了後に裏面反射の影響が

出たときに、道路側もしくは鉄道

側のどちらが対応し、どのような

対策が取れるのか。 

このような大規模事業では、何

事も先に想定されるのであれば、

手を打つか、何かしらを考えてお

くということが求められるので、

もう一度確認させていただきた

い。 

 

裏面から来る音を防ぐというこ

とは、裏面を見えなくすることに

等しいので、そのような壁を立て

ることはこの場所では不可能だと

思う。また、舗装によりさらに騒音

レベルを下げることができるのか

とも思う。 

これらを考えると、交差部に近

いところに関しては何らかの対策

を考える、あるいは騒音がこれく

らい大きくなる可能性もあるとい

うことをあらかじめ知らせておく

など、いくつか騒音問題が生じな

い対応策もあるかと思うので、ソ

フト・ハードの両面からご検討い

ただきたい。 

予測はなかなか難しいと考えて

おり、事後調査をして、必要に応じ

て対応していきたいと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境基準を仮に上回った場合の

対策としては、遮音壁もしくは舗装

構造を再検討するなど、道路側でで

きる対策もあろうかと思う。場合に

よっては、鉄道事業者にも相談をし

ながら、どのような対応ができるか

というのを考えていきたい。 

５/20 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

騒
音
・
振
動 

３ 

騒音の予測結果が規制基準を満

たすというのはわかるが、矢川の

周辺など、かなり騒音レベルの低

い状態のところが一気に予測した

レベルまで上がるということとな

る。規制基準という考えではなく、

現況が基準値をはるかに下回る地

域への配慮をどのように考えてい

るのか。 

 

道路が造られることによって利

便性も上がるが、騒音などの環境

が変わるのは間違いないことであ

る。どれくらいの音の大きさにな

るかというのを周りの人たちにも

理解してもらった上でこの事業を

進めていき、行き違いがないよう

にご配慮いただきたい。 

騒音の環境の基準に収まるよう

な評価となっているため、しっかり

騒音対策を行いながら、この基準を

満足するよう進めていく。 

５/20 

部会に

て回答 

４ 

住宅街を突っ切る道路であり、

そこの防音対策をどうされるのか

と懸念に思っている。現況から何

デシベルも上がるため、減音する

対策をしっかり考えていただきた

い。 

 

 ５/20 

部会 

生
物
・
生
態
系 

１ 

矢川の上部を、30mほどの広さの

道路が架かることになる。これま

で影がなかったところに暗い空間

ができると、植物などの生育に影

響を与えるのではないか。 

 

矢川の交差部は、矢川の外側に橋

台を設けることから、流水部は改変

しない。橋梁が架かるところは当然

日が当たらなくなるが、生物・生態

系の調査結果は、耐陰性の高い植物

がわずかに生息するに過ぎないと

いうことだったため、植物の生育環

境への影響は小さいと考えている。 

５/20 

部会に

て回答 

 

２ 

ずっと暗渠になっているような

状態というものは、川の中の植生

に影響はしないのか。 

 

評価書案 16 ページの図に示すと

おり、橋梁部の車道部は橋となる

が、歩道については平面で交差す

る。このため、車道部により日陰と

なるのは 20m程度である。 

その影響については、繰り返しに

なるが、耐陰性の高い付着藻類が主

に分布していることが確認されて

おり、影響は小さいと考えている。 

 

５/20 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

景
観 ― 

鉄道と道路が交差するところの

景観も、調査をする必要があるの

ではないか。 

（評価書案諮問時） 

本事業は代表的な眺望地点とし

て、計画道路の起点、終点に加え、

事業計画地の周辺住民が慣れ親し

んでいる矢川との交差部の３点を

設定している。この中で計画道路の

終点側からの眺望として、鉄道交差

部の北側からのイメージのモン

タージュを作成している。 

また、高架化した JR 南武線と道

路との一般的な交差のイメージは、

JR 南武線連立事業の環境影響評価

書案でも作成されているので、両事

業の交差部の様子はこれらから想

定いただきたい。 

５/20 

部会に

て回答 

景
観
、
自
然
と
の
触
れ
合
い
活
動
の
場 

共
通 

１ 

評価書案 309 ページのモンター

ジュ写真を見ると、矢川沿いの歩

道が橋梁の下を歩けるように見え

る。20～30mの暗い中を歩くことと

なるのか。 

 

橋梁の下をどのような形で通れ

るようにするかといったことも、

デザインとして、あるいは周りの

人たちの日常の、まさに自然との

触れ合いのルートという意味で、

あるいは 20m も暗い中を歩くとい

うセキュリティの問題という意味

で、配慮や工夫が可能かと思う。い

ろいろとご検討いただきたい。 

 

おっしゃるとおり、橋梁が矢川の

上に架かり、そこに矢川緑道が交差

するが、橋梁の下を通れるかについ

ては、今、市ともいろいろ調整をし

ているところである。 

５/20 

部会に

て回答 

史
跡
・
文
化
財 

― 

埋蔵文化財について、工事前に

地元の教育委員会に確認いただく

ほうがよい。不時発見により、発掘

調査が不用意に入ってくる可能性

はなくなってくるのではないか。 

（評価書案諮問時） 

環境影響評価調査計画書を作成

するにあたり、計画道路の範囲に埋

蔵文化財包蔵地は確認されていな

いが、改めて国立市の文化財を所管

する教育委員会に事業概要などの

説明を行い、埋蔵文化財の包蔵地で

はないということを確認している。 

仮に事業中に埋蔵文化財が見つ

かった場合には、速やかに調整をさ

せてほしいという旨を伝えており、

適切に対応していきたいと考えて

いる。 

５/20 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

史
跡
・
文
化
財 

１ 

工事の際に急に埋蔵文化財が発

見され、工期に影響を及ぼすなど、

工事の事業者にとっては迷惑にな

る場合がある。 

大規模な計画においては、事前

に知り得る手段として試掘調査や

確認調査という手段があること

も、国立市もご存知かと思う。不時

発見にできるだけならないような

措置があることを、お伝えする。 

埋蔵文化財については、今の時点

で事業用地の調査は難しいが、見つ

かった場合にはすぐに対応してい

く。引き続き、市と相談調整しなが

ら進めていきたい。 

５/20 

部会に

て回答 

そ
の
他
（
環
境
全
般
） 

１ 

JR南武線の工事の方は、地域の

方への説明会や地下水のモニタリ

ング情報などの提供、工事のスケ

ジュールをわかるようにすると

いったことを検討されるそうなの

で、それと同様な形で、道路工事も

適宜情報を周りの方に出しつつ、

齟齬がないようにしていただきた

い。 

 ５/20 

部会 

そ
の
他
（
事
業
計
画
） 

― 

矢川に架かる橋梁部について、

橋台部の掘削幅や深さを教えてほ

しい。 

（評価書案諮問時） 

矢川と交差する箇所の車道橋の

橋台工については、杭基礎ではな

く、直接基礎を想定している。その

基礎の深さは、地盤面から約３m、幅

は約 20mと想定している。環境影響

評価書案資料編の６～7 ページの施

工計画に橋台のポンチ絵を示して

いるが、この掘削規模が想定してい

るイメージとやや異なっているの

で、評価書作成時に修正を行いた

い。 

５/20 

部会に

て回答 
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「国立都市計画道路３・３・15号中新田立川線（国立市谷保～富士見台四丁

目間）建設事業」に係る都民の意見を聴く会における公述意見の概要 

 

都民の意見を聴く会 
公 述 人 

５ 名 

 

１ 大気汚染 

(1) PM2.5を調査・予測対象から除外していることについて、「発生源が多岐にわたるこ

と」や「排出の状況が明確になっていないこと」を理由としているが、都の見解は環

境省の基準や見解との整合性を欠いており、PM2.5 を除外する根拠に乏しいのではな

いか。 

(2) 大気汚染について、二酸化窒素と浮遊粒子状物質の予測濃度は環境基準を満足する

と書かれているが、住んでいる方、特に計画道路から 60ｍという近い場所にある第六

小学校の子供たちの健康被害が心配である。 

 

２ 大気汚染、騒音・振動共通 

(1) いずみ大通りのすぐ脇に住んでいる方が、早朝５時の大型トラックの走行は睡眠を

妨げ、大問題であると言っていた。また、大きな幹線道路の沿線で、PM2.5 が原因と

思われる小児喘息のお子さんが出ている。この道路の必要性をもう一度確認する必要

があるが、何よりも子どもたちを含め、そこに住んでいる者たちが大きな健康被害を

受けるようなことはしてはいけない。 

 

３ 騒音・振動  

(1) 見解書（31ページ）の、「著しい影響を及ぼすおそれがあると認められる場合には、

更なる環境保全のための措置を講じる。」といった表現は曖昧であり、著しい影響と

判断する具体的な数値基準を示すべきである。 

(2) 本事業の計画道路は、ＪＲ南武線と交差することが予定されており、ＪＲ南武線の

工事が先行して行われることから、道路の工事の時には高架橋は既に存在している。

このため、道路について、ＪＲ南武線の騒音を既存条件として予測・評価をするべき

である。 

また、高架橋に反射した騒音は、直接騒音と重なり、近隣の保育園等の子供たちの
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環境に、継続的に影響を及ぼす可能性がある。裏面反射騒音を低減するための対策工

事について、事業者間で協議し検討することを求める。 

(3) 新たな道路整備により、騒音・振動が増え、静かな環境が妨げられる。特に高齢者

や一人暮らしの住民にとって、睡眠への影響が大きい。 

 

４ 生物・生態系 

(1) 矢川について、水質や水生生物に大きな影響はないと評価されているが、計画道路

により 28ｍの大きな蓋がされて日が差さないということは、矢川にとって大きなダ

メージと言わざるを得ない。矢川に架かる橋梁の構造が不明であり、調査の結果大き

な影響がないから大丈夫ということではない。 

(2) 矢川に絶滅危惧種が残っていることが今回の調査により分かった。本当は矢川をき

ちんと保護すべきであるのに、被害を受けるような状態で道路が建設されるのはとて

も心配である。 

 

５ その他（事業計画等） 

(1) 事業目的について、どの道路整備にも適用される表現であり、この場所にこの道路

を整備する理由としての具体性がない。また、当該道路整備事業による効果が、投じ

る費用に見合うかという観点からの言及が必要である。 

(2) 地球温暖化などの影響の下で、私たちが大事にすべきは、樹木の緑だったり、土だっ

たり、水だったり、人の暮らしだったり、そういうところを豊かにしていくことこそ

本当に必要で、アスファルトの大きな道路や構造物が本当に今必要とされているのか、

その根本のところを見直していただきたい。 

(3) ＪＲ南武線の高架化と道路整備を一体化し進めるとしているが、別の問題として考

えなければならないし、もっと話し合いをするべきと思う。まちづくりに関わる、非

常に大きな影響がある事業であり、もっとそこに生活している住民の意見をきちんと

聞いてほしい。 

(4) この計画道路は、今から 65年も前に都市計画決定されている。今の時点でゼロベー

スにし、その上で市民の英知や専門家の方たちのいろいろな研究を基にして再検討す

べきである。 

 


